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經
费
節
約
の

 

'實
な
く
诞
づ
て

〕

其
の
存
立
の
理
由
存
せ
ざ
れ
醫

6
.

0

然
れ
ど
物
價
昴
：勝
殊
に 

商
人
の
利
益
莫
大
な
ハ
る
の
時
に
於
て
は
斯
る
組
織
の
設
立
は
縦
令

a

他
日
商
人
の
競
爭
の
爲 

に
結
局

*

倒
さ

る
\ 

0
 

E

あ
h
,

と
す
る
も
，商
人
の
橫
暴
牽
制
の
方
策
ぐ
し
て
頗
る
有
用
な
る

彳
：苟
も
斯
る
組
織
の
存
す
る
以
上
商
人
•は
生
產
者
又
は
消
趣
潘
の
直
接
脲 

:に
要
す
る
失
费
以
上
の
利
得
を
貪
.る
を
得
ざ

る

可
し
。
配
給
の
經
锻
節
約 

は

「
日
も
忽
に
す
可
ら
ざ

る
な

b

。

(

大
正
八
年
七

月

稿)

こ
と
な
き
に
非
す

'
 

賣
又
は
購
入
す

る 

の
硏
究
ビ
■
力
ヒ

手

形

引

受

t

合

衆

_

金

融

市

場

C
T)

堀

江

歸

I.

H
!

.

從
來
合
衆
國
に
於
て
、手
形
引
愛
の
制
度

な

く
，隨
て
割
引
市
場

の
.
成
立
せ
ざ
り
し
爲
め
に

^

 

融
||
1

«

に
於
け
；

$

資
金

0

融
通
、金
利
の
：決
定
其
他
の
點
に
不
良
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
る
こ
と 

上
記
の

^ !

し
0

:

雜
ら
ば
國
立
鈒
行
に
代
つ
て
合
衆
國
銀
行
制
度
の
中
'.
堅
と
爲
れ
る
聯
邦
準
備 

金
銀
行
は
如
何
な
る
方
法
を
以
て
、此
問
題
を
解
決
し

•

能
.
く

世
人
の
要

f

充
さ
ん
ど
し
た
る 

か
、一

個
の
間
題

'̂

し
て
硏
究
を
耍
す
る
所
な

b

。

今
»

邦
：■準備
金
法
は
如
何
な
る
形
態
に
於
て
聯
郝
傘
修
金
辦
行
に
對
す
る
出
資
銀
行
が
手 

形
の
■引
受
，を
行
ぅ
己
ビ
を
認
め
知
る
か
、又
聯
邦
準
備
金
銀

r r

が
所
謂
公
開
市
場
取
引
な
る
名 

稱
の，

下
に
V

引
.

受
濟
手
形

.

を
» 1

引
す
る
に
は
、如
命
な
る
方

'.
法
を

«

て
す

か

>  J  

^

を
認
め
た
る
か
。

'
笫
十
三̂

:.(

九
八
七)

'.

論

.

^

手
聆
肌
受
ー
ど
合
衆
國
金
融
市
勝
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論

訛

.

手
形
别
赍4
合
衆
國
金
融
市
揚
、
 

第
八
'

^

三
六
，

第
，

1

の
問
題
に

.

對
し

' 

て
當
初

0 .

聯

0

準
«

金
。法
は

'

其
第

.

卡
三
條
第
五
，

®

に

於

て

最

、

淄
#

ば 

規
定
し
、

 

.

「

;
:\'
出
資
錁
朽
は

''
;
:
1覽
：綠
六
箇
月
以
內
：の
期

„限

R

し
.
.て、貨

.物
出
入
の

.

.取
別
ょ

*

生̂
.：じ
れ
る

i 

自「

行
"宛
振
出
の

.振
出
手
形
、爲
替
手
、形
.を
：引
受
く
る
を
得
、但
し

|

銀
行
の
手
形
引
受
高
は
其 

:

挪
込
資
本
余
幷
に
；積
，立
#

の
.半
額

.以
上
に
上
る
を
»
さ
す 

ミ
し

.た
る
が
、千
九
^
十
七
年
六
月
ニ
十

 

一
H

の
修
正

'法
.を
以
て
、左
の
如
く
修
正
せ
ら
た
れ
り

,0 

出
資
銀
行
は
一
魔
後
六

—

箇

W

以
內
の
期
限
に
し
て

‘、货
物

_

出
.入
の
取

^

よ
&

生
じ
，成
は
貨 

:

物
の
國
內
，連

.送
に

^

け
る
取
引
ょ
办
生
じ
、

(

此
の
場
合
に
は
引
受
當
へ
時
穰
荷
證

.券
の
■伴
ふ
を 

必
要

ビす)

或
は

‘

.驚
當

.時
倉

®

^

#
其
他
の
證
券
に
依
て
保
證
せ
ら
る
，
自
行
宛
振
出
の 

振
出
手
形

^

替
手
形
を

.引
受
く
：る
を
得
、但
：し
出
資
銀
行
が
ニ
人
、

I

會
社
.一
組
合
の
爲
め
に 

H
?

受
を
爲
す
手
形
の
額
は
引
受
と
同
一
の
取
引
よ
り
生

f '

る
證
餘
に
依
て
保

!®
せ
ら
る

、 

場
合
を
除
き
、飯
行
の
有
す
る
狒
込
濟
、無
缺
掼
資
本
金
幷
に
植
立
金
の
半
額
を
超
過
す
る
を 

得
す
。

.

.聯
到
邓
抓

.

.金
‘I局
.
.は
■右

..資

本

金
，̂

に
狗

.
.̂
金
と
招

lm
ま
で

0

-f
^
弓

を
飯
/ィ
に

, 

::
:
容
す
る
を
得
る
も
、卿
ほ

'內
國
取
引
よ
り
生
じ
た
，る
手
形
の
引
受

.高
は
右
金
額
中
の
半
•額以

上
に
上
る
を
得
ず
。：

 

，

芋
.形
の

y
受
_が
：外
國
贸
為
業
濟

^
對
ず
る
金
融
の
方
便
た

.る
こ
ど
を

^
主
た
る

H
的
と
す 

.る
は

'前
揭
の
規
翻
を
，

一

瞥
し
て
、之
，を
看
取
す
る
に
難
か
ら
ず
。
蓊
し
合
衆
國
に
於
て

從
來
外 

.國
贸
易
に
對
す
る
金
融
の
不
適
當
な
る
一
事

は
當
業
奢
の
常
に

0 
0

し
爻

li
t
人
の
非
難
を
抓 

へ
;
て
、已
ま
ざ
る
：所
爷
り
る
°

即
ち
國
立
銀
行
は
條
例
に
於
て
、外
國

'に
支
店

i

m

す
る
こ
ビ 

を
許
容
.せ
ら
れ
ざ
り
し
を
以
て
、此

|

事
.は
多
べ
の
場
八
ロ
に
於
て
對
外

la
.係
の
業
務
を
•

す
米 

國
入
に
資
金

:0
1
.通

;.
^
就
_て
、常
に
大
な
る
不
便

•を
及
ぼ
し

/a
>9

0
固
x

f
彼
等
は
州
立
銀
行 

又
は

.
#入
资

f

の&

外
に

^
立
し
た
る

0
行
支
店
に
就
て
、融
通
を

仰
ぐ

を
得
ベ
く
、又
外
國
銀 

:f
j

ド
之
を
求
む

る

を「

得
る

が「

如
し
と
雖
も

，
前

者

は

資

伞

融

：

通

の

.：

®

：力
に
'
制

，
限ぁ

b
、後
考
亦
自 

國
：貿
易
業
*

に
對
し
て
轉
す
と
同

一
の
條
件
に
於
て
、資
金
の
融
：通
を
許
t

や
否
や
、®
を
挾
む 

可
き
も
の
ぁ
り

」

.

.隨
て
銀
：行

制

度
の
改
革
に
際

し
、銀
行
に
向
つ
て
外
®
に
支
店
を
設
骰
す
る 

の
诌

*-
を
：與
ふ
る
の
必
製
は
多
く
の

.方
面
に
於
て
丰
張
せ
：を
れ
、結
局
®
,
邦

难

備
金
法
第
-
十 

五
條(

千
九
H
十
六
年
九
.月
七
日
.修
5H)

に
於
て
、國
立
'飯
行
に
海
.外
支
店
設
鹰
.其
他
對
外
取
引
を 

行
ふ
こ
と
を
許
容
し
た
リ
。
同

-條
の
规
定
左
の
如
し
。

女
*
r
.r
港

(

ソ
•ノ九)

.̂
m

手形
|̂

受

,$
合
衆
國
金
融
批
場 

第

八
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八

資
本
金
幷
に
積
立
金
一
百
离
茆
以
上
を
有
す
る
國
立
銀
行
は

_

賴
準
螂
金
局
に

'
 
中
請
し
、
 

典
所
足
の
條
件
幷
に
規
則
に
從
ひ
、左

記

諸

_

の

犖

準

に

铯

事

す

る

を
得 

I
、

外
國
、合

衆

國

の

«

領
、嶋

_

に
合
衆
國
の
外
國
貿
易
を
振
典
し

’其
つ
必
要
ぁ
る

•

合
に
、合 

丨

衆

國

の

國

庫

礙

務

を

代

理

す

、る
自
的
を
以
て
、支
店
を
增
設
す
る
こ
ビ
。

ニ
、拂
込
濟
資
本
金
幷
に
龠
立
金
の
一
削
に
相
當
す
る
金
觸
を
，限

b
、合
衆
國
又
は
諸
聯
邦
州 

.
の
法
律
に
依
て
紙
織
せ
ら
れ
た
る
鈒
行
又
は
法
入
に
し
て
外
國
钃
領
捧
に
嶋
_
の
銀
行 

;

0

に
：從
事
す
る
も
の
、
株
式

5?
':所
有
す

る

こ

ビ

。

聯
邦

*

妙
金
法
が
銀
行
を
し
て
外
國
に
支
店
を
設
餘
し
、又
外
國
に
營
業
上
の
關
係
を
結
ば 

し
め
ん
ビ
す
る
は
、之
に
依
て
銀
行

1

個
の
利
益
，を
圖
ら
し
ひ
る
が

故
に
非
す
、#
行
業
者
を
し 

て
質
择
業
潘
に
金

*

上
の
拨
助
を
一
與
へ
；
し

め

、
兩
者
の
協
力
に
依
て
、自
國
の
領
城
外
に
、市
場
を 

膦
張
す
る
の
趣
：意
に
外
な
ら
；ず
。

;

而
し
て
：此
目
的
を
達
す
る
に
は
、第
一
外
國
に
銀
行
支
店
を 

設
立
ず
る
ど
、第
：二
自

_

銀
行
業
奢
幷
に
商
工
業
者
の
利
害
を
誠
實
に
代
表
す
る
外
國
所
在
の

. 

金
融
機
關
に
聯
絡
へ
を
：結
ぶ
も
の
と
、一
一
個
の
方
法

の

#

す
る
も

.
の

ぁ
b
o

英
國
が
從
來
南
米
巷 

し
く
は
極
策
の
貿
易
に
有
力
な

る

地
位
を
占
め
た
る
に
就
て

は
、

@

々

の

原
因

)̂
存
す
る

も

の

ぁ
り

V

雖

も
、其

一
原
因
：せ

し
て
、英

國
の
銀

行

が

是

等

諸

.：
國
に
對
す
る

物
資
の
移
動
を
助

け
、1 

方
に
諸
國
の
富
源
を
ハ
開
：發
し

て、

之
を
本
國
に
輸
送
す
る
に
必
要
な
る

資
金
の

融
通
を
行

a
た 

る
の

.
1事
を
擧
げ
ざ
る
可
か
ら
す
。
獅
逸
が
外
國
質
易
に
於
て
，英
國
ビ
競
#
す
る
に
至
れ
る 

i

0
、亦
英

國
と
同
棒
の
金

ff
l
l
的
.力

便
を
外
國
貿
易
の
方
面
に
於
て
採
用
し

^
る
の

結
果
に

外

な
ら
ざ
る
な

ぅ
。

.

.

.

聯
，邦
準
«
金
法
が

.
«'̂
を
：し
：で
外
國
資

JJ
R
藥
す
る
金
融

.に
|1
掌
せ
し
む
る
に
は

.啻
に

^
 

國
に
於
け
る
支
店
設

©

0
如
き
、機
關
の
效
果
を
以
て
せ

' る
に
止
ま
ら
ず
、他
に
鈒

If
營
業
法
の 

改
良

_に
依

y
、

同

「

の
.；自
的
を
達
せ
ん
と
し
：た
る
跡
の
著
し
き
も
の
あ
ぅ
。

蓋
し
對
外
關
係
の 

業
務
が
引
受
手
形
を
.基
礎
ビ
し
て
、金
融
の
便
を
收
む
る
は
前
記
の
如
し
々
聯
邦
準
備
金
法
が 

國
立
銀
行
を
し
て
、斯
る
引
：受
手
形
中
、貨
物
の
輸
出
入
に
伴
ふ
商
業
上

'0
取
引
に
基
き
，且
つ
期 

限
'六
箇
月
以
內
の
も
の
を
一
割
引
せ
し

S

に
聯
邦
準
備
金
銀
行
を
し
て
此
種
手
形
の

:

與
割
引 

を
行
ば
し
め
、又
公
：開
市
場
に
於
て
其

■«
入
を
行
は
し
む
•る

Z

ビ 

> 

し

た

る

は
、要
す
る
に
外
國 

貿
易
に
對
す
る
金
融
上
の
®
宜
を
與
へ
ん
と
す
る
の
趣
意
に
外
な
ら
ざ
る
な

6
。

從
來
經
濟
學
考
が
外
國
貿
，易
又
は

.國
際
：金
.融
の
理
論
を
說

'明
す
る
や
、一

國

0
外
國
に
負
ふ

第
十
三
锻

(

九
九1

)

踰耽
手形

iS

焚w
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贺t

M

^

(

义カ，
1
一

)

論

0

J

手

形

写

突

と

合

衆

國

金

傭

市

織# ;.
八&

,

13
0 

愤
務
が
其
外
國
に
有
す

.
る
偾
權
に
超
過
す
る

.
場
合
に
は

:0
:
ハ
蓮

額

は
正
货
を
以
て
支
拂
は
れ
、一
 

方
に
反
樂
の
場
合
に
は

M

裳
' «
は
正

f t
を
以
て
、受
入
れ
ら
る
、
も
の
ビ
し

*
而
し
て

Jl
i

>s
の
流 

出
入
は
必
す
物
傭
の
高
低
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
と
し
た
り
。
然
も
現
在
.の
爭
實
に
徵
す
る 

.
に

！

國：

の
國
龄
貸
傾
が
均
衡
を
得
ざ
る

©

合
に
於
て
も
、必
ず
し
も

it
に
正
•貨
の
流
出
入
を
生 

す
る
も
の
に
非
ず

«

權.
國
は
受
取
卿
定
に
厕
す
る
金
額
を
債
務
國
に
放
下
し
-之
に
對
し
て
付 

價.
瞪
：券

を

受

，取

る

こ' ^
:

ぁ
る
可
し
。
又
.

の
國
際
貸
借
は
一
年
を

通

じ

て

、常

は

均

衡

を

，"
木 

つ
こ
ビ
を
望
む

‘能
は
ず
、例
へ
ば
之
を
合
衆
國

R

就
て
云
は
ん
か
、

#

年
春
季
幷
に
夏
季
前
半

R 

於
て
.
は
、外
國
に
債
務
を
負
ふ
も
の
、
大
な
る
に
反
し
、夏
季
の
後
半
ょ

6

秋
季
の
前
平
に
於
て
、
 

小
麥
：棉
花
等
の
輸
出
漸

<
 

#
な
る
に
菜
る
や
、優
^
上
半
季
の
輸
入
超
過
を
決
濟
す
る
に
见
る 

:
の
輸
出
超
過
を
生
ず
る
は
著
明
の

»

實
な

!)
。

故
ド
銀
行
の
如
き

1«
.務
超
過
の
日
に
其
決
濟 

に
當
る
用
意

^

し
：て、债
權
超
過

.0
ぼ
に
於
て
，相
當
の
資
金
を
手
形
に
放
下
す
る
の

必
要
ぁ
る 

可
く
殊

i

實
I f
IC
IT
^

の
r

入
し
來
れ
る
場
合
に
は
、他
日
之
に
到
し
て
雜
る
可

&

取
寸
に

J 

ふ
る

E

tr
を
以
ズ
運

;F
の
方
針
を
決
定
せ
ざ
る
可
か

6

ず
。
，外
國
に
於
て
は
斯
る
資
金
は

0
 

行
に
依
て
主
ビ
し

」V

 H
?

受
手
形
に
投
せ
ら
る
、

I :
:

屎

し
•

合
衆
國
は
於
て
は
株
式
債
券
を
隱
保

ビ

す
る
當
座
貸

.付
：に
：供
せ

e>
-
.る

、
Z;

迄
、!*
'
.に
前
述
し
，た
る
所
の
免
し
。
故
に
歐
例
餓
國
に
於 

て
は
從
來
孙

.受
市
；場
は
；外
國
賀
易
の
寒
额
背

.し
く
は
國
際
贷
借
の
差

®
に
對
し
て
、均
衡
を
舉 

ぐ
る
の
方
祖
ミ

.爲

.
^
0金；：融|市
場
に
起
ら
ん
ビ
.す
る
變
動
を
或
る
程
度
に
於

て
、

« 1

制
す
る
を
将 

た
る
に
反
し
，合
衆

_
の

如
く
—

が

其

餘

れ

る®
金
を
株
式
擔
保
の
.貸

#
に
投
ず
る
場
合
に 

は
、如
何
な

 
'る
必
要
の
生
す
る
を
問
は
ず
、之
に

*

じ

て、資
金
を
向
收
し
、以
て
國
際
間
の
債
務
を 

決
».
.f
る
に
大
な
，る
困
雛
を
感
ぜ
ざ
る
を
得
ず
。

fe
れ
聯
到
準
顿
金
法
が
手
形
弓
受

,JV 

0

し 

て、規
定
、を
設
け
出
資
銀
行

.た
る
國

tr
銀

ft
、の
韵

?!
«
到
準
傾
金
銀

1'
J
の，
w -
韵
弓
を
.說
め
た
る 

.所
以
、な

b
。
'

•

四

.
故
に

®

邦

难

備

金

法

：
の
；

*

案
蒋
が
同
法
の
實
施
ビ
典
に
、出

K

■

行
は
手
形
の

^ !

费
を

«

ひ
、
 

而
し

て
聯
邦
、準

肺
金
銀
行
は
其
苒
剡
引
に
當

o

、H

.て

年
來
金
：

.

融
取
‘

引
上
に
缺
け
た
る
所
を

#

 

见
す

'.
る
を
：
希
望
し
た
る
や
、勿
論
：に
し
て
、聯
邦
準
備
.局
亦
此
規
定
に

*

じ
、»

々

0 -
細
則

を
.制
定 

し
た
り
。
适
等
の
內

、

W

 

0

引
、
公
開
市
場
取
⑴
等
に
關
す
る
も
の
を
摘
記
す
れ

ば
、左

の
如
し
。

約
束
手
形

^

出
手
形

# '
に
篇
替
手
形
に
關
す
る
細
則

‘ 

.

.

.

.
:
.
第
十
.

^

#

.

.

(

九
.九
.
n

c.
.
4
1
-

0 

•
.手
.形
引
..受 
>谷
衆
軟
金
：
.融
.：}
2
^
-
.
. 

.

第
八
雜.

.
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九九四)

，
論
，
眺
手
形
黑

t
合
衆
國
金
融
巢

 

笫
八
铖
四
ニ

.聯
到
準
侦
金
銀
行
は
出
資

M
行
の
爲
め
に
，其

左
.の
資
格
に

r該
當
す
る
手
形
を
制
引
す
る

を
得
。 

t 

.

か
辟
弓
當
日
に
於
て
九
十
日
以
內
の
期
限
を

.以
て
滿
期
ど

#

る
も
の

®
し
農
拳

h
の
目 

^
を

以

て

振

出

さ

れ

”或

は

家

畜

の

取

引

を

基

礎

ど

す

る

手
形
は
六
箇
月
以
內
の
期
限
を

 ̂

て
滿
期
ど
爲
る
も
の

、

.

(b
賞
跨
の

«
業
取
：引
に
華

§

て
、振
出

3
る
、
も

の
、換
言
す
れ
ば
農
工
商
業
上
の
目
的

?: 

以
て
振
出

3:

れ
、又
系
形
の
金
額
が
斯
る
目
的
に
投
せ

ら
る 

> も
の

*

3

合
衆
國
の

_
侦
又
は
瞪
券
を
除
き
、株
式
債
券
興
他
放
資
證
券
に
關
す
る
取
引
に
對
し 

V

振
出
岑
れ
ざ
ら
し
も
の
、

 

V

S

一
 

出
資

■

 Q

爲
め

S
.

割したる手取にし

S

個

人

ミ

f

 
?

組
合
た 

る
を
■問
は
ず
、一

::

名
の
.
債
務
：者
の
著
名
文
は
裏
書
を
有
す
る
手
形
の
額
面
は
同
上
出
資
銀

¥ 

の
無
缺
損
資
本
へ
金

#

に
猜
：立
金
の

一

割
以
上
に
上
，る
を
得
ず
、

丨
：(e

)

出
資
銀
行

.

の
®
書
あ
る

■も

の：

、
■
銀

行
引
受
手
形
に
關
す
る
細

.

餅

此
法
令
に
於
て
銀
行
引
受
手
形
と
稱
す
る
は
‘銀

行
、信
託
會
社
又
は
銀
行
の
引
受
信
用
を 

許
す
業
務
に
干
與
す
る

人
、會

社
、組

八ロ
等

を
51
受
人

y
j

す

•る
爲
替
手
形
な

^
:

N。

銀
行
の
質
入
る
ゝ
手
形
は
，員
入

翁

時
に
於
て

.期
限
三
箇
月
以
內
に
し
て
、左
記
谷
極
の
取 

引
を

ft
ふ
爲
め

に
、
乂

は
肷
引
を
行
ふ

結
衆
と
し
て

生
じ
た
る
勘

箪

を
決
濟
す
る
爲
め
に
開 

か
れ
た
る
信
用
の
下
に
、振
出

^

れ̂

^

る

も
の
な
ら
ざ
る
可
炉
ら
ず
。

(
1
)

合
衆

m

g
諸外

：®

ど
の
：間
、又
，は
；合

衆

國

と3-
t

M
領
、嶋
嶼
ビ
の
間
に
於
け
る
貨
物

0.
述 

送
，
：；

.

.

.

(

ニ)

合
衆
國
內
に
於
け
る
貨
物
の
運
，送

、3

し
手
形
引
受
當
時
に
於
て
ポ
形
に
運
送
狀
の

#
 

ふ
を
要

K

 

.
.

.
.

 

'

' 

(

三)

即
時
に
賣
買
す
る
を
得
る
貨
物
の
合
衆
國
內
に
於
け
る
蹕
入
、但
し

手
形
の
引
，受
人
は 

倉
庫
證
券
に
依
て
保

it
せ
ら
る
、
を
要
す
、

(

四)

興
に
责
却
せ
ら
れ
た
る
货
物
の
合
衆
國
.內
に
於
け
る
庫
入

、
M
し
手
形
の
引
变
人
は
斯 

る
貨
物
の
擔
保
に
依
て
保
證
せ
名
る
、
を
耍
す
、

右
四

®

に
該
當
す
る
手
形
の
外
、銀
行
は
外
國
又
は
合
衆
國
の

»

領
嶋
嶼
等
に
於
て
、龈 

第

十

三

潘
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m

受
と
合
衆
國
金
融
市
揚
 

笫
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號

四
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、tl
る
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足
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r
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說
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f
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H

四四
 

が

®

爲
替
を
：

2
給
す
る
目
的
を
以
て
振
出
し
た
る
手
形
を
贸
入
る
、
を
得
、此
場
合
に
於
て 

手
形
を
振
出
す
銀
行
は
此
純
手
形
の
振
出

‘に
就
て
»
邦
準
備
金
诗
の
決
足
し 

現
に
行
は
る

 

>
國
、觸
領
嶋

_

に
.所
狂
す
る
も
の
な
ら
ざ
る
可
か
ら
す
。

以
^

の
外
聯
到
準
做
金
局
.が
準
備
金
銀
行
を
し
て
公
開
市
場
に
於
て
、出
資
銀 

有
無
に
拘
は
ら
す
、其
適

.
當
ビ
認
む
る
别
受
乎
形
を
買
入
れ
し
む
る
を
得
る
は
、要 

の
行
は
る

\

趣
幽
を
搬
張
し
、此
新
業
務
を
發
達
せ
し
む
る
の
別
意
に
出
で
た
る 

可
し
。

而
し
：V

,

部
準
備
金
局
の
龃
織
せ
ら
る

.

、
や
、時
恰
も
歐
洲
戰
部

の.

破
裂 

融
市
場
亦
動
搖
し
て
、之

^ .
對
す
る
救
濟
的
施
設
を
必
要
と
す
る
時
な

.

：

V

し
を
以 

:
金
局
は
手
形

5

受
業
務
の

.
獎
勵
に
着
手
し
た
り
。
此
業
務
の
開
始
せ
ら
る
、
以 

聯
^V

準
,
金
銀
行
に
し
て
引
受
を
出
資
銀
行
の
裏
書
ぁ
る
手
形
の
み
に
限
る
ビ 

業
趣

を

行

ふ
能
枕
い
m

像
|

れ

た

る

が
、聯
邦

準

備

金

局
が
上
記
の 

し

•準

備

余
銀
行
：ば
公
開

市

拔
に
赴

き

て

、如

何

な

る

銀

行

の

引

受

代
係
る
手
形
ユ 

ビ
f

 
I

る

も
の

は

之
を
贸
入

る

、

を

妨
げ
ざ

る

こ

ど

、

し

た

る

爲
め
、稍
や
讥
受 

を
促
す
を

得

ベ

1>-

ど

せ

ら
れ

た

り

。

業 ’て 細 き 前 て に も す 
務 も 則 は Jr. $ 1 際 の る  
の 其 を 殆 於 邦 會 e に 
發 適 發 ど て 準 し 認 引  
達 當 布 其 は 備 — む 受

然
れ
ど
も
因
襲
の
動
か
す
可
か
ら
ざ
る
.も
の

”

ぁ
.

る
は
商

.
’

業
社
龠
の
常
な
り
。

現
に

®

.

f t

甘 

場
に
於
て
取
引
せ
ら
る
、
引
受
.羊
形
の
如
き
，其
數

：

*

薛
だ

_

少
：
じ
し
：
て
，金
_

市

場.

に
於

.

て
始 

ど
：何

#

0

;

童
き
ギ
爲

|

す
能
は
ざ

-

し
が
、上
記
の
獎

®

S

の
手
段
に
依

.

り
、节
九
西
十
六
年
秋 

季
に
於
て
は
別
受
手
形
を
使
用

す

る
會
祉
商
雷
の
數
七

+

を
«

へ'其
後
次
第
に
僧
加
の
兆
候 

0
認

.

む
可
き
も
の
ぁ
ぅ
。
始
め
聯
邦
準
備
金
法
は
商
品
の

輸
出
，入
取
引
に

關

す

为
金

fi
f
e
に

勸 

て
.

の
，み
銀
行
引
受
手
形
の
行
は
る
.、
を
許
し
、然
：も
輸
出
入
質
易

»

合
衆
國
ビ
.諸
外

®

と
.

の
沿 

に 

一
了
は
る
、
も
の
に
限
る
の
規
定
な
り

-し
が
聯
邦
準
懷

.：金
局
は
後
者
を
以
て

.
 ̂

fな
る
國
の 

間

W卜
行
は
る

、

も
の

-
.た
る
や
間

11
ざ
る
己

^
y

し
、
11
^
國
内
質
爲
よ
り

.生
ず
る

^

ガ
に

0

し 

て
i

適
當
な
る
證
券
を
以
て
、保
瞪
せ
ら
る

 

> 
以
上
は
、銀
行
に
於
て
之

'を
.別
受
く
る
一
を
：妨
げ
ざ 

る
こ
ど
、
し
た
る

「

が
故
に
、銀
行
の
手
形
引
受

.を
行

.ふ
«

圆
の
，擴

張

せ

：ら

れ

た
.る
や
、論
，を

俟

片 

ざ
る

«
K

V

O

而
し
て
乎
形
引
受
の
業
務
が

«
:開
始
以
來
世
人
の

^#
期
し
穴
る
よ
々

.も
、太
な
る 

M
变
に
於
て
行
は

.れ
た
る
は
、偶
々
戰

W

M
外
國
よ

b

殺
到
し
來
れ
る
谷
槐
の

»

文

に

獎

し

.て 

金
融
の
便

ff
i
を
與
ふ
る
の
必
婴
に
出
で

^

る
も
の
に
し
て
、隨
て
合
衆
國
の
飯
行
幷
に
商
工
業 

者
が
永

久

的
基
礎
を
銀
行
の
手
形
受
に
靱
ふ
る
を
得
る
や
否
赘
は
、歐
洲
戦
讲
終

®

し
て
、國 

笫
十
三
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焚
號
四
六

際
間
の
關
係
の
舊
狀
に
復
し
た
る
時
に
？

ざ
れ
ば
、之
を
知
る
能
は
、す
ビ
雖
も
，戦
後
に
於
て 

は
之
を
戰
前
に
比
較
し
、合
衆
國
の
資
本
若
し
く
は
金
融
：機
關
の
職
務
を
外
國
の

■

要
す
る
.程 

技

(:
增
加
を
來
す

0.
見
込
こ
そ
あ
れ
、之
を
減
縮
す
る
の
掛
念
稆
せ
ざ
る
以
上
は
、
一
度
び
®
を 

發
し
た
る
銀
行
の
手
形
引
受
が
戰
爭
の
終
想
し
た
る
結
果
ど
し
て
、忽
に
し
て
衰
微
し
、手
形
引 

受
に
關
し
て
制
定
せ
ら
れ
た
る
聯
邦
準
備
金
法
に
於
け
る
幾
多
の
規
定
を
し
て
一
片
の
空
文 

に
顧
せ
し
む
る
可
し
七
す
る
が
如
き
は
.、祀
人
の
憂
ど
す
可
ぐ
寧
ろ
戰
後
圃
際
金
融
上
に
於
け 

る
合
衆
國
の
地
位
の
上
她
す
る

乙

ど
の
確
實
な
る
以
上
は

.上
記

W

疋
反
對
の
事
相
り
生
す
る 

に
至
る
可
き

こ

と

を
想
像
す
る
を
當
れ

^cv

 

X.

す
可
し
。

"

手

开

弓

.受

の

業

務

に
®

f

/
し
て
聯
到
準
備
金
：局
の
接
觸
し

*

る

重

要

問
®

は

引

受

が

狹
_
 

] :

於
、
け

る

商

業

上

の

取

引

を

.

礎

と

せ

ざる
可
か
ら

ざ

る
や

否

や
、
換

言

す

れ
ば
引
受
は
手
杉 

の
#

出

に

對

す

る

貨

物

の

賣

却

，を

代

表

す

る

も

の

な

ら

ざ

る

可

か

ら

ざ

る

や

否

や

の

j

寧
な 

丨
ゾ

*
=
,
a

r

®

て
は

-
s
i

ら
ニ
他
の
間
題
の
存
す
る
も
の
あ
ぅ
。
其
一
は
一
の
引
受
は
^
す
一 

個
の
' 
取
引
を
代
表
せ
ざ
る
可
か
ら
ざ

る

や
、將
た
又
一

般
.取
引
の

ー
部
分

0
み
を
代
表
し
て
可 

な
る
や
否
や
に
し
て
他
の

j

は
引
受
手
形
は
期
日
に
於
て
決
濟
を
必
要
と
す
る
債
務
な

P
や
、

將
た
又
其
決
濟
を
他
日
に
延
期
す
る
を
得
る

^

の
間
'
題
是
れ
な

.

K

V

N即
ち
此
問

f

る
、解
释 

の
如
何
に
依
て
ば
、双
行
の

5|

受
は
眞
芷
の
商
業
手
形
に
限
る
可

§

や
、將
た
又
之
を
他
に
及
ぼ 

す

を

得

る

：や
の
,'|

事

に
®

着
ず
可
し
？
而
し
て
聯
邦
準
備
金
局
は
銀
行
が
取
引
先

* 0

爲
め

H 

ク
レ
ヂ
キ
ッ
ト
を
許
ず
可

&

契
^

を
結
び
、

]̂
受
が
此
ク
レ
デ
ヰ
ッ
ト
の
總
額
に
超
過
せ
ざ
る 

以
上
は
、隨
時
之
を
他
の
手
形
に
代
ら
し
む
る
を
得
る
こ
ビ
、
し
た
り
。
隨
て
融

M

手
形
に
對 

す
る
钔
受
も
亦
自
ら
行
は
れ
て

^

業
上
：の
取
引
を
菡
礎
と
す
る
手
形
を
一
定
標
準
の
卞
に
希 

圾
に
行
は
れ
し

.め
ん
と
す
る
希

0

|
に
背
馳
す
る
の
結
泶
を
生
ず
る
に
至
ら
ざ
る
や
否
や
、一
個 

の
a

'«
r
o
. 

せ
' 

ざ
る
ベ

■
か
.ら
.

す
。

要
す

る

^

0

s

s

の
金
融
市
場
に
於
て
手
形
引
受
の
如
何
な
る
.稲
度
に
於
て
行
は
る 

、
や
を
卜
せ
ん

.

^

す
る
に

.

は
、引
受
手
形
に
適
用
せ
ら
る
可
き
割
引
步
合
の
高
低
こ
そ
最
も
重

要
な
る
關
係
を
有
す
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
ず
。
聯
邦
準
備
金
法
砟
此
點
に
顧
み
る
所
あ

■.
.
.

 

-

り
、其
第
十
條
に
於
，て
聯
邦
準
備
金
局
に
典
ふ
る
に
、聯
邦
準
備
金
銀
行
の
各
種
手
形
に
適
用
す 

る
割
引
步
合
を
決
定
，す
る
の

：

權
能
を
以

V

し
た

6

0

而
し
て
聯
邦
準
備
金
局
が
此
權
能
を
如 

何
な
る
狀

0

に
於
て
、又
如
何
な
る
用
意
を
以
て
、行
使

.
'し
た
る
や
は

•

同
局
.が
每
年
發
表
す
る
報

笫
十
三
怨

(

九九九

)

踰

0

手
形
引
受
过
合
衆
國
金
融
市
場
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S
 (

一
 
〇
o
〇)

論

ft
*̂

形；5；

受と合

^
國金融市

a

，辦
人
跋
四
、
 

告
書
に
依
て
之
を
餓
ふ
を
#
ベ
く

^

に
其
要

si
を

?|
抄

す

る

乙

と

、

し

た
I
。

淨
W

金
屈
は
各

_

_
邦
準
備
金

«

行
に
.
對
し
、銀
行
所
在

區
域

に
於

て
、̂1
1

何
な
る
率
の
剡

|̂ 

步
合
を
適
.常

な
り

ビ
信
ず
る
や

に
就

て
寬

見
を

徼
し
た
り
。
而
し
て
靳
く
览
集
ォ
ら
れ
た 

.

る
囘

答
を
對
熙
し

て
考
ふ
る
に

、
#

K

域
に
-行

は

る

可

き

割

引

步

合

の

間

に

は

、著

し

き

差

異 

を
*

せ

ず

©

限

九

十
日
の
手

®

.に

對

し

て
、
五

分

乃

至

七

分

.を

上

下

す
る
の
事
實
を
確
め
た 

;:

り
：。

斯
く

現
狀
を
研
究
し
て
、準
猶
金
局
：は
間
業
の
當
初
殊
に
準
備
金
鈒
行
が
確
實
な
ジ
基 

,礎
に
立
つ
を

:#
る
ま
で
、愼
重

な
る

方
針
を
以
て
、營
業
す
る
の
必

婴
な
る

を

認

め

、
割
引
步
合 

1.

を
五
分
五
輝
乃
：至
六
分
五
厘
の
：間

k

®
き
、銀
行
の

.要
求
す
る
：に
：隨
ひ

•時
々
之
を

K
下
す
る 

乙

と

、

し

た

6

。

(

第

一

，同

報

吿

)

対
价
金

^

は
耽
,

 
一
:̂
f

琳
に
於
て
手
形

I
の
期
限
幷
に
性
質
に
從
ひ
、其
割
引
步
合
を

#
«
 

す
る
が
免

&

統
I

&

る
割
引
政
策
の
實
行
せ
ら
る

\

機
運

? :
誘
導
す
る
に
努
カ
し

/2
!)
。

,

隨
：
て

前

年

中

準

備

金

銀

：行

は

普

通

，の

'
商
業
乎
形
に
對
し
て
、各
地
方
問

.
に
相
逄
す
る
金

4

步 

命
を
調
節
し

11
つ
之
を
低
廉
な
ら
し
む
る
こ

V」

を
期
し
た

&

。
固
ょ
ぅ

t

二
の
準
沿
金

.
 ̂

.
，域
を
通
じ
て
、一
率
の

^

合
を
維
持
す
る

は

、

之
を

M

む
能
は
ず

^
.

雞
も
、各

.

®

域
の
步
合
こ
聯

絡
ぁ
り

.旦

0

聯
邦
準
備
金
法
一
制

®

前
に
比
較
し
て

.統
一

.
ぁ
る

.狀
態
に
近
づ
く
を
得
る
は
、常 

然
の
結
果
ビ
す
る
を

#

べ
し
。

(

第
二
囘
報
吿

)

:

,

千
九
再
十
六
伞
末

R
近
づ
く
に
隨
ひ
、或
る
區
域
に
於
て
は
、金

il
l
緊
縮
し
て
、爲
め
に

m

引 

步
合
に
五
厘
の
引
上
を
惹
起
し
な
る

'が
、之
を
全
體
ょ

>

見
る
に
、十
：ニ
聯
邦
準
備
金
飯
行
問 

に
行
は
る
、
割
引
步
合
ば
槪
し
て
堅
實
な
る
狀
態
を
維
持
し
、特
殊
の
産
業
又
は
地
方
の
必 

要
と
す
る
資
金
融
通
に
對
し
て
、新
な
る
又
は
特
別
の
利
率
を
定

'む
る
の
必
要
を
認
め

f

 

J

き
0

之
を

#

■

上
の
晃
地

ょ
：：

り
云
は
ん
ー
か
、赞
に
座
業

#

の
み
な
ら
ず
、商
エ
寒
溝
は
寧
，固
な 

る
地
位
に
射
り
、
一
方
に
金
融
：市
場
：に
行
：は
：れ
た

.る
金
利
步
合
の

.低
廉
な
む
し
結
果
ビ
し

< 

»

邦
準
備
金
：鈒
行
は
金
利
步
合
に
對
し
て

¥

に

la
]
接
の
勢
力
を
有
す
る
に
過
ぎ
ざ
彡
气

I 

(

第
三
同
報

®)

：
，
：
’

以
上
報
吿
書
の

'引
抄
に
據
れ
ば
、聯
邦
準

*

金
銀
行
は
割

51
步
合
を
決
定
し
、又
之
を
維
持
す 

る
に
就
て

-何
等
の
：困
難
を

®

他
ざ

b

し
の
事
情
を
明
に
す
る
を
得
ベ
し
ビ

0

も
、此
事
た
る

、
#
 

備
金
法
の
適

/[
]

せ
ら
れ
た
る
結
朵
ビ
し
て
從
來
の
國
立
鈒
行
條
例
に
比
較
し
て
、詣
鈒
行
の
所 

有
す
可

&

法
定
準
備
企
の
金
額
減
少
し
，自
ら
準
備
金
の
市
場
に
解
芦
せ
ら
れ
た
る
も
の
少
な 

.
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十
三
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謫
餽
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形
引
受

^
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衆
威
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融
市
揚 

溶
八
锶
四
九
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#
 

第
八
挪

五
0

か
ら

ざ
る

一
方

に

、

外
國

ょ

办

多

額

の

金

貨

流
入
し
來
れ

る

結

果
に

し
'

て

事

情
自

ら

異

な

る

可 

?.將
來

に
於
て
、

如
何
な

る

事
食
を
生
中

る

に

至
る

や
は
、

遽
に

之
を

豫
测

す

る

能
は

ざ

る

な

b

o

—

.

. 

I

I 

■ 

_

_
.
.
.

前
#

の
稿
を
脫
し
た
る
後
、偶

-
日
本
銀
行
ょ
り
合
衆
國
ボ
ス

；

ト
ン
市
所
在
第
一
ナ
シ
ヨ
ナ 

ル
コ
ー
。ホ
レ
ー
シ
ヨ
ン
の
出
版
し
た
る

#

^

引
受
業
務

」

に
關

す
る

小
#
子
を
受
領
し
た
る 

が
、同
僧

'
子
，に
據
：れ
ば
。最
近
地
方
割
引
市
場
に
於
て
、期
限
九
十

H

以
內
の
各
秈
引
突
手
形
に 

對
す
る
割
引
步
合
は
左
表
の
：如
く
な

3

:e
.
云
ふ
。 

~ 

:
:
/ 

'
へ‘

1

、
紐宵、

^

ストン
.、I毁府の
•第
て
流
出
資
銀
行(

出
資
銀
行
の
恶
帯
あ
る
もS

;
• 

:

_四
分
1
8

2

、

紐
宵
、
ボ
ス
ト
シ
、
毀
府
の
笫
一
流
出
资
銀
行

(

蘧
进
な
き
も
の

)

：
.
：

 

^

.

:
四

iL
le 

C
C、

紐
育
、
ギ
ス
ト
ゾ
、
段
庇
其
他
都
會
の
出
资
銀
行

(

紐
靑
如
ス
ト
ン1
1於
て
支
拂|1
ろ
可
さ
も
の)

四

1

T

4

、

爪
资
外
の
飯
行
扑
に
私
人
銀
行

(

鈕
宵
、
が
ス
トX
に
於
て
戈
掷
は
る
可
き
も
の

) 

四
へ
±

10
'

5

、

笫
ー
流
别
受
商
業
手
形

(

銀
行
の
蕋
带
あ
名
も
の

) 

. 

ノ

四
£

’
 

、

ジ

H
ン
。
ロ
，
ッ

ク

の

哲

學V
」

其

經

濟

學

說
 >

」

の

交

渉

(
一)

:

:
丨

^ 

1 

0

: 

.

.

.

.

.
:'I 

.

.
,

.

英
國
に
於
け
る
君
主

«

制
政

■治
の
'企
圖
は
終
に
失
敗
を
以
て
終
れ

;'
:
!
)
?
主
權
に
對
す
る

0
 

生
並
に
議
會
の
主
張
の
間
に
存
し
た
る
長
き
爭
闘
は
一
千
六

II
八
十
八
年
頑
迷
な
る

cntuart 

王
家
の
廢
位
並
に

W
i
l
H
a
m

及
び

g
a
l
y
o
el
j
位
に
由
り
て
決
定
的
と
爲
れ
る
解

^
を
以
て
倐
.忽 

ヒ
し
て
終
熄
せ
り
。
王

@

が
现
實
に
^
舊
戴
用
卷
ょ
办
新
戴
用
者
に
移
さ
れ
た
る
經
過
に

於 

て、又
其
經
過
を
し
て
有
效
の

■%
の
た

&

し
め
た
る
立
法
に
於
て
、長

く

相
闘

a

つ
、
あ
り
し
王 

權
主
義
に
對
す
る

«

會
主
義
の
"勝
利
は

全
然
明
白

S

爲
る
に
至

n
 

>9

0
斯
ぐ
の
如
く
し

v

遂 

に
英
國
王

が
英
國
民

：

の
服
從
を
要
求
す
：る
の

*

利
は
：獨
り
議
會
に
依
ぅ
て
の
み
修
正
す
る
を 

h

#!

可
く
、獨
ぅ
議

^ :
■

に
依
ト

^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
 ̂

し
#

'
ら
る
可
き
司
法
官
に
依
^
て
適
用
せ
ら
れ
た
る 

ぶ
の
支
配
に
對
し
て
全
然
從
屬
ず
可
き
も
の
な
る

Z

マし#
に
國
用
に
充
つ
る
が
爲
に
要
求
せ 
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